
  

  

【表紙】   

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年12月12日 

【中間会計期間】 第126期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

【会社名】 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 

【英訳名】 NORITAKE CO., LIMITED 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  赤 羽   昇 

【本店の所在の場所】 名古屋市西区則武新町三丁目１番36号 

【電話番号】 052(561)7116 

【事務連絡者氏名】 取締役財務部長  山 田 耕 三 

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目13番８号 

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 東京本部 

【電話番号】 03(3501)7667 

【事務連絡者氏名】 東京本部東京総務課  志 賀 恭 子 

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所 

   (名古屋市中区栄三丁目３番17号) 

  株式会社東京証券取引所 

   (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

    

    

    

    



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

３ 従業員数は就業人員を表示している。 

４ 純資産額の算定にあたり、第126期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用している。 

  

回次 第124期中 第125期中 第126期中 第124期 第125期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 58,951 61,225 65,257 118,314 123,206

経常利益 (百万円) 3,670 4,498 4,925 7,579 9,199

中間(当期)純利益 (百万円) 2,057 2,132 2,750 4,002 5,031

純資産額 (百万円) 64,922 71,710 83,606 66,283 76,024

総資産額 (百万円) 127,265 135,433 144,763 128,287 143,433

１株当たり純資産額 (円) 428.95 474.08 513.51 438.10 514.05

１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 13.59 14.10 18.60 26.43 33.50

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 51.0 52.9 52.5 51.7 53.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 4,589 2,688 4,520 7,616 5,873

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △865 △1,225 △1,574 △1,727 △3,184

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,589 △2,782 △1,272 △3,846 △6,125

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 14,524 13,159 12,874 14,406 11,210

従業員数 
（ほか、臨時雇用者数） 

  (名) 
5,839 
(671) 

5,608
(771) 

5,473
(678) 

5,685 
(699) 

5,502
(712) 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 従業員数は就業人員を表示している。 

３ 提出会社の「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略している。 

４ 純資産額の算定にあたり、第126期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号)を適用している。 

  

回次 第124期中 第125期中 第126期中 第124期 第125期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 40,445 42,352 45,543 81,089 84,815

経常利益 (百万円) 1,270 1,694 2,457 2,380 3,064

中間(当期)純利益 (百万円) 550 808 1,712 901 1,510

資本金 (百万円) 15,632 15,632 15,632 15,632 15,632

発行済株式総数 (株) 158,428,497 158,428,497 158,428,497 158,428,497 158,428,497

純資産額 (百万円) 65,107 68,493 68,899 65,087 69,775

総資産額 (百万円) 101,965 107,658 112,007 101,646 111,706

１株当たり配当額 (円) 4.50 4.50 4.50 9.00 9.00

自己資本比率 (％) 63.9 63.6 61.5 64.0 62.5

従業員数 
（ほか、臨時雇用者数） 

(名) 
214 
(-) 

210
(1) 

209
(1) 

207 
(1) 

211
(1) 



２ 【事業の内容】 

当社の企業集団は、子会社43社及び関連会社７社で構成され、工業機材事業、食器事業、電子事業、セラミック・

マテリアル事業、環境エンジニアリング事業を事業部門として、製造販売を主な事業内容とし、関連するサービス部

門とともに事業活動を展開している。 

当中間連結会計期間において、当社及び関係会社が営んでいる事業の内容について、重要な変更はない。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において重要な関係会社の異動はない。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員である。 

２ 従業員数の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員である。 

３ 臨時従業員には、パート及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いている。  

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員である。 

２ 従業員数の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員である。 

３ 臨時従業員には、パート及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いている。  

  

(3) 労働組合の状況 

当社及び一部の連結子会社には労働組合が組織されており、平成18年９月30日現在の組合員総数は1,552名であ

る。当社と共立マテリアル株式会社の労働組合はセラミックス産業労働組合連合会に加盟しており、ノリタケ伊勢

電子株式会社の労働組合は電機連合会に加盟している。 

それぞれの会社と労働組合との関係は相互信頼を基盤として円満な状態を維持しており、その間に特記すべき事

項はない。 

  

事業の名称 従業員数(名)

工業機材事業 
1,578
(109) 

食器事業 
1,993
(288) 

電子事業 
704
(16) 

セラミック・マテリアル事業 
709
(200) 

環境エンジニアリング事業 
304
(13) 

全社(共通) 
185
(52) 

合計 
5,473
(678) 

従業員数(名) 
209 
(1) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間の連結売上高は、652億57百万円（前年同期比6.6％増加）、連結経常利益は49億25百万円

（前年同期比9.5％増加）、連結中間純利益は27億50百万円（前年同期比29.0％増加）となり、連結売上高、連結経

常利益、連結中間純利益ともに前年同期を上回ることができた。 

  

①事業の種類別セグメントの状況 

（工業機材事業） 

研削砥石・ＣＢＮ工具については、主要な顧客である自動車・鉄鋼・ベアリング業界における一部生産調整

の影響を受け、売上げは横ばいにとどまった。一方、ダイヤモンド工具は、電子・半導体をはじめＩＴ産業向

けの売上げが順調に推移した。また、研磨布紙は中国を中心に東南アジア及び米国市場において堅調に推移し

たので、工業機材事業の連結売上高は225億55百万円（前年同期比3.1％増加）、連結営業利益は32億15百万円

（前年同期比1.3％減少）となった。 

（食器事業） 

主力の北米市場においては、百貨店向けが減少したものの、大型量販店向けなどの売上げが好調に推移し、

アジア市場では、航空用食器の売上げが順調に推移したので、海外市場における売上げは増加した。一方、国

内市場においては、一般家庭用食器、ギフト用食器、ホテル・レストラン向け業務用食器のいずれにおいても

売上げが減少したので、食器事業の連結売上高は97億64百万円（前年同期比7.2％減少）、連結営業利益は３億

６百万円（前年同期比28.9％減少）となった。 

（電子事業） 

国内市場においては、厚膜印刷技術応用商品が伸張したものの、顧客の生産拠点の海外移転による影響を受

け、売上げは減少した。一方、海外市場については、北米市場におけるオーディオ向けが減少したものの、遊

技機向けが増加するなど、売上げは総じて順調に推移し、アジア市場におけるオーディオ関連の売上げも好調

に推移したので、電子事業の連結売上高は60億50百万円（前年同期比8.3％増加）、連結営業利益は４億22百万

円（前年同期比41.6％増加）となった。 

（セラミック・マテリアル事業） 

電子部品用ペーストの売上げが大幅に伸張し、セラミック原料の売上げも順調に推移した。また、車載用厚

膜印刷回路基板の売上げが堅調に推移するとともに、デンタル関連商品の売上げは、新商品の投入が寄与し、

堅調に推移したので、セラミック・マテリアル事業の連結売上高は145億62百万円（前年同期比11.6％増加）、

連結営業利益は17億95百万円（前年同期比5.0％増加）となった。 

（環境エンジニアリング事業） 

遠赤外線ヒーター乾燥機及び高能率焼成炉ＲＨＫは、ディスプレイ、電池材料等のＩＴ産業の積極的な設備

投資に支えられ、売上げが好調に推移した。また、ベアリング・自動車・工作機械業界向けに濾過装置の売上

げが増加したほか、スタティックミキサー応用装置及び研削機械の売上げが順調に推移したので、環境エンジ

ニアリング事業の連結売上高は123億24百万円（前年同期比20.8％増加）、連結営業利益は９億29百万円（前年

同期比18.0％増加）となった。 



②所在地別セグメントの状況 

（日本） 

工業機材事業については、研削砥石・ＣＢＮ工具は、主要な顧客である自動車・鉄鋼・ベアリング業界にお

ける一部生産調整の影響を受け、売上げは横ばいにとどまった。一方、ダイヤモンド工具は、電子・半導体を

はじめＩＴ産業向けの売上げが順調に推移した。食器事業については、一般家庭用食器、ギフト用食器、ホテ

ル・レストラン向け業務用食器のいずれにおいても売上げが減少した。電子事業については、厚膜印刷技術応

用商品が伸張したものの、顧客の生産拠点の海外移転による影響を受け、売上げは減少した。セラミック・マ

テリアル事業については、電子部品用ペーストの売上げが大幅に伸張し、セラミック原料の売上げも順調に推

移した。また、車載用厚膜印刷回路基板の売上げが堅調に推移した。環境エンジニアリング事業については、

遠赤外線ヒーター乾燥機及び高能率焼成炉ＲＨＫは、ディスプレイ、電池材料等のＩＴ産業の積極的な設備投

資に支えられ、売上げが好調に推移した。また、ベアリング・自動車・工作機械業界向けに濾過装置の売上げ

が増加したほか、スタティックミキサー応用装置及び研削機械の売上げが順調に推移した。 

この結果、連結売上高は、562億62百万円（前年同期比6.4％増加）、連結営業利益は43億３百万円（前年同

期比10.2%増加）となった。 

（米州） 

工業機材事業については、研削砥石・ＣＢＮ工具の売上げが、好調に推移した。食器事業においては、百貨

店向けが減少したものの、大型量販店向けなどの売上げが好調に推移した。また、電子事業においてはオーデ

ィオ向けが減少したものの、遊技機向けが増加するなど、売上げは総じて順調に推移した。 

この結果、連結売上高は、64億44百万円（前年同期比11.3％増加）、連結営業利益は１億63百万円（前年同

期比82.0%増加）となった。 

（欧州） 

電子事業において売上げが減少したが、工業機材事業の売上げが順調に推移したので、連結売上高は12億63

百万円（前年同期比1.2％増加）、連結営業利益は62百万円（前年同期比22.9%減少）となった。 

（アジア） 

工業機材事業における研磨布紙の売上げが堅調に推移し、食器事業における航空用食器や電子事業における

オーディオ関連の売上げが順調に推移したので、連結売上高は10億78百万円（前年同期比4.1％増加）、連結営

業利益は11百万円（前年同期比75.6%減少）となった。 

（その他） 

連結売上高は２億７百万円（前年同期比21.7％減少）、連結営業利益は９百万円（前年同期比17.5％減少）

となった。 

  

この結果、在外地域全体の連結売上高は、89億95百万円（前年同期比7.8％増加）、連結営業利益は２億46百万

円（前年同期比7.3％増加）となった。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、主に好調な業績及び長

短借入金の純返済額の減少により、前連結会計年度末残高に比べ16億63百万円増加し128億74百万円となった。各区

分のキャッシュ・フローの状況は次のとおりである。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間に営業活動により得られた資金は、45億20百万円となり、前中間連結会計期間に比べ18

億32百万円増加した。これは主に業績が好調に推移したことに加え、期末日が休日であったことにより仕入債

務の支払が留保されたこと及び法人税の支払額の減少によるものである。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間に投資活動により使用した資金は、15億74百万円となり、前中間連結会計期間に比べ３

億49百万円支出が増加した。これは有形固定資産の売却収入が１億92百万円増加し、連結子会社株式の追加取

得による支出が２億10百万円減少したものの、投資有価証券の取得による支出が２億50百万円増加したことに

加え、前中間連結会計期間にあった投資有価証券の売却収入４億41百万円が当中間連結会計期間にはなかった

ことによるものである。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間に財務活動により支出した資金は、12億72百万円となり、前中間連結会計期間に比べ15

億10百万円支出が減少した。これは、主に借入金の純返済額が14億74百万円減少したことによるものである。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

(注) １ 金額は、販売価格による。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

(注) １ 金額は、販売価格による。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

２ ( )内の数字は内書で海外売上高及び海外売上割合である。 

  

事業の名称 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

工業機材事業 19,442 98.2 

食器事業 5,668 94.7 

電子事業 6,184 114.7 

セラミック・マテリアル事業 10,761 110.6 

環境エンジニアリング事業 6,942 123.3 

合計 49,000 105.3 

事業の名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

工業機材事業 22,742 103.3 5,688 104.6 

食器事業 10,038 94.7 1,693 100.8 

電子事業 6,320 113.6 3,712 111.5 

セラミック・マテリアル事業 14,991 115.2 3,334 116.8 

環境エンジニアリング事業 11,819 139.8 10,983 127.7 

合計 65,911 110.5 25,412 116.0 

事業の名称 売上高(百万円、％) 前年同期比(％) 

工業機材事業 
(4,390)   (19.5)
22,555 

(108.2) 
103.1 

食器事業 
(4,530)   (46.4)
9,764 

(102.6) 
92.8 

電子事業 
(4,451)   (73.6)
6,050 

(123.9) 
108.3 

セラミック・マテリアル事業 
(3,176)   (21.8)
14,562 

(107.6) 
111.6 

環境エンジニアリング事業 
(4,010)   (32.5)
12,324 

(113.8) 
120.8 

合計 
(20,560)   (31.5)
65,257 

(110.9) 
106.6 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はない。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、基礎研究を主とする研究開発センターと研究開発プロジェクトの事業化を推進

する戦略開発センターが主体となり、グループ会社の協力を得て、新技術や新規分野の商品開発を実施している。 

なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は12億51百万円である。 

事業の種類別セグメントの研究開発活動は次のとおりである。 

(工業機材事業) 

次世代の研削・研磨工具を目標に、自動車関連分野においては、鏡面加工、低残留応力加工などの高品位加工や

研削工程短縮を可能にする工具の開発に、情報通信関連分野においては、環境に優しい固定砥粒工具の開発と加工シ

ステムの開発に取組んでいる。また並行して研削材料の開発等、基礎技術にも力を入れている。 

なお、当事業における研究開発費の金額は２億５百万円である。 

(食器事業) 

加飾技法の開発及び磁器素材の改良を引き続き進めている。 

なお、当事業における研究開発費の金額は49百万円である。 

(電子事業) 

蛍光表示管の要素技術開発については、ノリタケ伊勢電子株式会社において、高精細化及び高機能化を目指した

表示管の構造開発に取組んでいる。また、カドミウムを使用しない蛍光体及び蛍光表示管等に使用するハンダなどの

無鉛化をはじめとする低環境負荷製品の開発に注力し、蛍光体については量産化の目処がつき、ハンダの無鉛化につ

いては量産化を開始した。 

その他のガラス系材料の無鉛化については、研究開発センターとともに取組んでいる。 

なお、当事業における研究開発費の金額は２億35百万円である。 

(セラミック・マテリアル事業) 

電子ペースト・電子部材・電子部品等、セラミックスに関係したＩＴ関連分野や太陽電池・燃料電池の実用化に

対応するため、環境・クリーンエネルギー関連分野への取組みを強化している。 

また、共立マテリアル株式会社では、強誘電体セラミックスであるチタン酸バリウムの微粒子化・高結晶化電子

部材の合成、また電極ベース材・配合材用途の低アルカリ化・高純度シリカ等の開発を進めている。 

ノリタケ機材株式会社では、ＰＤＰ用の各種電子ペーストや積層セラミックコンデンサ用の電極ペースト等、主

に電子材料の開発に取組んでいる。 

なお、当事業における研究開発費の金額は６億30百万円である。 

(環境エンジニアリング事業) 

ディスプレイ・電池半導体・電子部品関連等の成長分野への取組みを強化した。 

また、今後もこれらに対する取組みの継続に加え、太陽電池及びＦＣＣＬ(フレキシブル電子基板)等の関連事業

にも取組む。 

なお、当事業における研究開発費の金額は１億30百万円である。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はない。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 397,500,000

計 397,500,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月12日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 158,428,497 158,428,497

名古屋証券取引所
市場第１部 
東京証券取引所 
市場第１部 

― 

計 158,428,497 158,428,497 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

― 158,428 ― 15,632 ― 18,810



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

(注) 当社は自己株式10,562千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.67%）を保有しているが、上記大株主からは除いて

いる。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 12,095 7.63

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 11,700 7.39

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 8,979 5.67

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 7,308 4.61

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 4,599 2.90

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,312 2.72

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 3,902 2.46

東陶機器株式会社 北九州市小倉北区中島二丁目１番１号 3,774 2.38

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 2,819 1.78

日興シティ信託銀行株式会社
（信託口） 

東京都品川区東品川二丁目３番14号 2,686 1.70

計 ― 62,177 39.25



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権２個)含まれている。 

２ 単元未満株式には、当社所有の自己株式473株及び日東硫カル株式会社所有の相互保有株式750株が含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 
  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

（自己保有株式）
普通株式 

10,562,000 
― ― 

（相互保有株式）
普通株式 

5,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

146,335,000 
146,335 ― 

単元未満株式 
普通株式 

1,526,497 
― ― 

発行済株式総数 158,428,497 ― ― 

総株主の議決権 ― 146,335 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
株式会社ノリタケカンパニ
ーリミテド 

名古屋市西区則武新町三丁
目１番36号 

10,562,000 ― 10,562,000 6.67

（相互保有株式） 
日東硫カル株式会社 

愛知県瀬戸市台六町317 5,000 ― 5,000 0.00

計 ― 10,567,000 ― 10,567,000 6.67

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 837 777 686 667 656 669

最低(円) 750 670 566 562 602 620



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という）に基づいて作成している。 

なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成している。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という）に基づいて作成している。 

なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成している。 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで) 及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで) の中間連結財務諸表並びに中間財務諸

表について、中央青山監査法人により中間監査を受けている。 

また当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに中間財務諸表について、みすず監査法人、公認会計士安

部正明氏及び公認会計士安藤壽啓氏により中間監査を受けている。 

なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年９月１日よりみすず監査法人に名称

を変更している。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     13,550 13,264   11,600 

２ 受取手形及び 
  売掛金 

※② 
  

  33,269 39,229   35,320 

３ たな卸資産     16,639 17,140   16,917 

４ 繰延税金資産     1,876 1,540   1,362 

５ その他     3,995 1,848   3,060 

６ 貸倒引当金     △213 △247   △226 

流動資産合計     69,117 51.0 72,776 50.3   68,034 47.4

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※①         

(1) 建物及び 
  構築物 

  12,020   11,623 11,810   

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

  6,734   6,836 6,801   

(3) 土地   13,441   13,389 13,460   

(4) 建設仮勘定   223   349 451   

(5) その他   2,492   2,471 2,437   

有形固定資産計     34,912 25.8 34,670 23.9   34,961 24.4

２ 無形固定資産     424 0.3 665 0.5   579 0.4

３ 投資その他の 
  資産 

          

(1) 投資有価証券   28,184   32,315 35,714   

(2) 繰延税金資産   1,842   1,725 1,785   

(3) その他   1,208   2,786 2,574   

(4) 貸倒引当金   △256   △177 △217   

投資その他の 
資産計 

    30,979 22.9 36,650 25.3   39,857 27.8

固定資産合計     66,316 49.0 71,987 49.7   75,398 52.6

資産合計     135,433 100.0 144,763 100.0   143,433 100.0



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び 
  買掛金 

※② 
  

  17,438 21,476   17,679 

２ 短期借入金     13,849 10,768   13,794 

３ 一年内返済 
  長期借入金 

    3,500 500   1,700 

４ 未払法人税等     1,422 1,738   1,517 

５ 未払費用     1,429 1,474   1,338 

６ 賞与引当金     1,312 1,336   1,325 

７ その他     2,396 2,563   3,095 

流動負債合計     41,349 30.5 39,856 27.5   40,451 28.2

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金     1,707 7,100   3,400 

２ 繰延税金負債     6,943 8,356   9,615 

３ 退職給付引当金     5,455 4,887   5,339 

４ 役員退職慰労 
  引当金 

    650 735   766 

５ 連結調整勘定     137 ―   ― 

６ その他     276 221   234 

固定負債合計     15,170 11.3 21,300 14.7   19,356 13.5

負債合計     56,520 41.8 61,157 42.2   59,807 41.7

(少数株主持分)           

少数株主持分     7,202 5.3 ― ―   7,601 5.3

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     15,632 11.5 ― ―   15,632 10.9

Ⅱ 資本剰余金     18,833 13.9 ― ―   18,833 13.1

Ⅲ 利益剰余金     34,501 25.5 ― ―   36,719 25.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    10,021 7.4 ― ―   13,991 9.8

Ⅴ 為替換算調整勘定     △4,627 △3.4 ― ―   △4,052 △2.8

Ⅵ 自己株式     △2,650 △2.0 ― ―   △5,100 △3.6

資本合計     71,710 52.9 ― ―   76,024 53.0

負債、少数株主
持分及び資本合
計 

    135,433 100.0 ― ―   143,433 100.0



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金     ― ― 15,632 10.8   ― ―

 ２ 資本剰余金     ― ― 18,834 13.0   ― ―

 ３ 利益剰余金     ― ― 38,802 26.8   ― ―

 ４ 自己株式     ― ― △5,116 △3.5   ― ―

   株主資本合計     ― ― 68,153 47.1   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証 
   券評価差額金 

    ― ― 11,936 8.2   ― ―

 ２ 為替換算調整 
   勘定 

    ― ― △4,160 △2.8   ― ―

   評価・換算差額 
   等合計 

    ― ― 7,776 5.4   ― ―

Ⅲ 少数株主持分     ― ― 7,676 5.3   ― ―

   純資産合計     ― ― 83,606 57.8   ― ―

   負債純資産合計     ― ― 144,763 100.0   ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
比率
(％) 

金額(百万円)
比率
(％) 

金額(百万円) 
比率 
(％) 

Ⅰ 売上高    61,225 100.0 65,257 100.0 123,206 100.0 
Ⅱ 売上原価    42,501 69.4 46,622 71.4 85,889 69.7 

売上総利益    18,723 30.6 18,635 28.6 37,316 30.3 
Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※①        

１ 販売費    10,549 10,244 20,925   

２ 一般管理費    4,107 3,738 8,031   
販売費及び 
一般管理費計 

   14,656 24.0 13,983 21.5 28,956 23.5 

営業利益    4,067 6.6 4,651 7.1 8,360 6.8 

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息    17 44 40   

２ 受取配当金    140 177 239   

３ 受取賃料    37 48 78   
４ 連結調整勘定 
  償却額 

   220 ― 435   

５ その他    123 115 259   

営業外収益計    539 0.9 386 0.6 1,054 0.9 

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息    75 56 128   

２ その他    32 56 87   
営業外費用計    107 0.2 112 0.2 216 0.2 
経常利益    4,498 7.3 4,925 7.5 9,199 7.5 

Ⅵ 特別利益          

１ 固定資産売却益 ※②  137 363 152   

２ 投資有価証券 
  売却益 

   340 ― 510   

３ その他    47 32 219   

特別利益計    525 0.9 395 0.6 882 0.7 

Ⅶ 特別損失          
１ 固定資産処分損 ※③  153 239 305   

２ 減損損失 ※④  703 ― 703   

３ 投資有価証券 
  評価損 

    1     12     1   

４ 特別退職金     ―     47     ―   

５ その他     44     10     62   

特別損失計     902 1.5   309 0.4   1,073 0.9 
税金等調整前中間 
(当期)純利益 

    4,122 6.7   5,010 7.7   9,008 7.3 

法人税、住民税 
及び事業税 

   1,333 1,909 2,710   

法人税等調整額    375 95 735   

法人税等計    1,709 2.8 2,005 3.1 3,445 2.8 

少数株主利益    280 0.4 254 0.4 531 0.4 

中間(当期)純利益    2,132 3.5 2,750 4.2 5,031 4.1 



③ 【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

(中間連結剰余金計算書) 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 18,833 18,833

Ⅱ 資本剰余金増加高  

自己株式処分差益 0 0 0 0

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

18,833 18,833

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 33,049 33,049

Ⅱ 利益剰余金増加高  

中間(当期)純利益 2,132 5,031  

連結会社の合併等に伴う 
利益剰余金の増加高 

1 2,134 1 5,033

Ⅲ 利益剰余金減少高  

配当金 680 1,361  

役員賞与 1 682 1 1,363

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

34,501 36,719



(中間連結株主資本等変動計算書) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

項 目 

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 

(百万円) 
15,632 18,833 36,719 △5,100 66,085 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当 (注)     △665   △665 

 役員賞与 (注)     △2   △2 

 中間純利益     2,750   2,750 

 自己株式の処分   0   1 1 

 自己株式の取得       △16 △16 

株主資本以外の項目の中間 
連結会計期間中の変動額 
(純額) 

          

中間連結会計期間中の変動額
合計       (百万円) 

― 0 2,083 △15 2,068 

平成18年９月30日残高 

(百万円) 
15,632 18,834 38,802 △5,116 68,153 

項 目 

評価・換算差額等 

少数株主
持分 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高 

(百万円) 
13,991 △4,052 9,939 7,601 83,625 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当 (注)         △665 

 役員賞与 (注)         △2 

 中間純利益         2,750 

 自己株式の処分         1 

 自己株式の取得         △16 

株主資本以外の項目の中間 
連結会計期間中の変動額 
(純額) 

△2,054 △108 △2,162 75 △2,087 

中間連結会計期間中の変動額
合計       (百万円) 

△2,054 △108 △2,162 75 △19 

平成18年９月30日残高 

(百万円) 
11,936 △4,160 7,776 7,676 83,606 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 税金等調整前 
中間(当期)純利益 

4,122 5,010 9,008

２ 減価償却費 1,642 1,653 3,445

３ 減損損失 703 ― 703

４ 貸倒引当金の増減 
(減少：△） 

52 △17 9

５ 退職給付引当金の増減 
(減少：△) 

△82 △442 △221

６ 役員退職慰労引当金の増 
  減(減少：△) 

△109 △31 6

７ 受取利息及び配当金 △157 △222 △280

８ 支払利息 75 56 128

９ 連結調整勘定償却額 △220 ― △435

10 のれん償却額 ― 19 ―

11 有価証券及び 
投資有価証券売却損益 

△340 ― △508

12 有価証券及び 
投資有価証券評価損 

1 12 1

13 有形及び無形固定資産 
除売却損益 

16 △123 153

14 売上債権の増減 
(増加：△) 

△1,226 △3,926 △3,112

15 たな卸資産の増減 
(増加：△) 

△622 △282 △645

16 仕入債務の増減 
(減少：△) 

  
  

1,735 3,759 1,849 

17 その他   △1,132 361 △1,199

小計 4,454 5,827 8,901

18 利息及び配当金の受取額 158 224 280

19 利息の支払額 △80 △47 △120

20 法人税等の支払額 △1,844 △1,484 △3,187

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

2,688 4,520 5,873

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 有形及び無形固定資産 
の取得による支出 

△1,730 △1,797 △3,391

２ 有形及び無形固定資産 
の売却による収入 

231 424 277

３ 投資有価証券 
の取得による支出 

△0 △250 △506

４ 投資有価証券 
の売却による収入 

441 ― 663

５ 貸付金の回収による収入   0 6 10 

６ 連結子会社の株式の 
追加取得による支出 

△218 △8 △253

７ その他 50 50 15

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△1,225 △1,574 △3,184



  

  

    
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 短期借入金の純増減額 
  (減少：△) 

  7 △3,026 △59

２ 長期借入金の 
  借入による収入 

― 3,700 1,000

３ 長期借入金の返済に 
  よる支出 

  △2,008 △1,200 △3,118 

４ 自己株式の取得による支出   △17 △16 △2,467 

５ 配当金の支払額   △680 △665 △1,361 

６ その他 △83 △63 △118

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△2,782 △1,272 △6,125

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

73 △9 239

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額 

△1,246 1,663 △3,195

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

14,406 11,210 14,406

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

13,159 12,874 11,210



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 40社 

(国内) 

東京砥石株式会社 

東濃研磨株式会社 

広島研磨工業株式会社 

株式会社ノリタケボンデッドア

ブレーシブ 

株式会社ノリタケスーパーアブ

レーシブ 

株式会社ノリタケスーパードレ

ッサー 

株式会社ノリタケコーテッドア

ブレーシブ 

株式会社ゼンノリタケ 

日本陶器株式会社 

株式会社ノリタケテーブルウェ

ア 

株式会社ニットートレーディン

グ 

ノリタケ伊勢電子株式会社 

ノリタケ機材株式会社 

株式会社ノリタケセラミックス 

共立マテリアル株式会社 

株式会社キヨリックス三重 

九州パーミス株式会社 

共立不動産株式会社 

株式会社ノリタケジプサム 

株式会社ノリタケデンタルサプ

ライ 

株式会社ノリタケエンジニアリ

ング 

株式会社ノリタケリフラクトリ

ー 

株式会社ノリタケＴＣＦ 

株式会社ノリタケインフォメー

ションシステムズ 

株式会社ノリタケの森 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 39社 

(国内) 

東京砥石株式会社 

東濃研磨株式会社 

広島研磨工業株式会社 

株式会社ノリタケボンデッドア

ブレーシブ 

株式会社ノリタケスーパーアブ

レーシブ 

株式会社ノリタケスーパードレ

ッサー 

株式会社ノリタケコーテッドア

ブレーシブ 

株式会社ゼンノリタケ 

日本陶器株式会社 

株式会社ノリタケテーブルウェ

ア 

株式会社ニットートレーディン

グ 

ノリタケ伊勢電子株式会社 

ノリタケ機材株式会社 

株式会社ノリタケセラミックス 

共立マテリアル株式会社 

株式会社キヨリックス三重 

九州パーミス株式会社 

共立不動産株式会社 

株式会社ノリタケジプサム 

株式会社ノリタケデンタルサプ

ライ 

株式会社ノリタケエンジニアリ

ング 

株式会社ノリタケリフラクトリ

ー 

株式会社ノリタケＴＣＦ 

株式会社ノリタケインフォメー

ションシステムズ 

株式会社ノリタケの森 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 39社 

(国内) 

東京砥石株式会社 

東濃研磨株式会社 

広島研磨工業株式会社 

株式会社ノリタケボンデッドア

ブレーシブ 

株式会社ノリタケスーパーアブ

レーシブ 

株式会社ノリタケスーパードレ

ッサー 

株式会社ノリタケコーテッドア

ブレーシブ 

株式会社ゼンノリタケ 

日本陶器株式会社 

株式会社ノリタケテーブルウェ

ア 

株式会社ニットートレーディン

グ 

ノリタケ伊勢電子株式会社 

ノリタケ機材株式会社 

株式会社ノリタケセラミックス 

共立マテリアル株式会社 

株式会社キヨリックス三重 

九州パーミス株式会社 

共立不動産株式会社 

株式会社ノリタケジプサム 

株式会社ノリタケデンタルサプ

ライ 

株式会社ノリタケエンジニアリ

ング 

株式会社ノリタケリフラクトリ

ー 

株式会社ノリタケＴＣＦ 

株式会社ノリタケインフォメー

ションシステムズ 

株式会社ノリタケの森 

  



  

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(海外) 

Noritake Porcelana Mfg., Inc. 

(フィリピン) 

Noritake Lanka Porcelain  

(Private)Limited(スリランカ) 

Matale Packaging(Private)  

Limited(スリランカ) 

P.T. Noritake Indonesia 

(インドネシア) 

The Siam Moulding Plaster 

Co.,Ltd.(タイ) 

晨杏股份有限公司(台湾) 

Noritake Co., Inc.(米国) 

Noritake Canada Limited 

(カナダ) 

Noritake Europa GmbH(ドイツ) 

Noritake(U.K.)Limited(英国) 

Itron (U.K.)Limited(英国) 

Noritake Hong Kong Ltd. 

(香港) 

Noritake Singapore PTE. Ltd. 

(シンガポール) 

Noritake (Siam) Co.,Ltd. 

(タイ) 

Noritake(Australia)Pty. 

Limited(オーストラリア) 

  

(注)当中間連結会計期間において

連結子会社である株式会社ノリタ

ケテーブルウェアは連結子会社で

ある株式会社ノリタケロジスティ

ックスを平成17年４月１日付で合

併した。また、株式会社ノリタケ

アーティストクラブは平成17年４

月１日付で非連結子会社である株

式会社ノリタケサービスエージェ

ンシーを合併し、商号を株式会社

ノリタケの森に変更した。 

  

(海外) 

Noritake Porcelana Mfg., Inc. 

(フィリピン) 

Noritake Lanka Porcelain  

(Private)Limited(スリランカ) 

P.T. Noritake Indonesia 

(インドネシア) 

The Siam Moulding Plaster 

Co.,Ltd.(タイ) 

晨杏股份有限公司(台湾) 

Noritake Co., Inc.(米国) 

Noritake Canada Limited 

(カナダ) 

Noritake Europa GmbH(ドイツ) 

Noritake(U.K.)Limited(英国) 

Itron (U.K.)Limited(英国) 

Noritake Hong Kong Ltd. 

(香港) 

Noritake Singapore PTE. Ltd. 

(シンガポール) 

Noritake (Siam) Co.,Ltd. 

(タイ) 

Noritake(Australia)Pty. 

Limited(オーストラリア) 

  

  

(海外) 

Noritake Porcelana Mfg., Inc. 

(フィリピン) 

Noritake Lanka Porcelain  

(Private)Limited(スリランカ) 

P.T. Noritake Indonesia 

(インドネシア) 

The Siam Moulding Plaster 

Co.,Ltd.(タイ) 

晨杏股份有限公司(台湾) 

Noritake Co., Inc.(米国) 

Noritake Canada Limited 

(カナダ) 

Noritake Europa GmbH(ドイツ) 

Noritake(U.K.)Limited(英国) 

Itron (U.K.)Limited(英国) 

Noritake Hong Kong Ltd. 

(香港) 

Noritake Singapore PTE. Ltd. 

(シンガポール) 

Noritake (Siam) Co.,Ltd. 

(タイ) 

Noritake(Australia)Pty. 

Limited(オーストラリア) 

  

(注)当連結会計年度において、連

結子会社である株式会社ノリタケ

テーブルウェアは、平成17年４月

１日付で連結子会社であった株式

会社ノリタケロジスティックスを

合併した。連結子会社であった

Matale  Packaging(Private)Limited

は、平成17年12月31日に解散し

た。また、連結子会社であった株

式会社ノリタケアーティストクラ

ブは、平成17年４月１日付で非連

結子会社であった株式会社ノリタ

ケサービスエージェンシーを合併

し、商号を株式会社ノリタケの森

に変更した。 

(2)主要な非連結子会社 

株式会社ノリタケリサイクルセ

ンター 

則武(上海)貿易有限公司 

(2)主要な非連結子会社 

株式会社ノリタケリサイクルセ

ンター 

則武(上海)貿易有限公司 

(2)主要な非連結子会社 

株式会社ノリタケリサイクルセ

ンター 

則武(上海)貿易有限公司 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社はいずれも小規模

であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等はいずれも

中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社はいずれも小規模

であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等はいずれも

中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社はいずれも小規模

であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等はいずれも

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていない。 



  

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

①持分法を適用した関連会社数 

           ２社 

株式会社大倉陶園 

Siam Coated Abrasive Co.,Ltd. 

２ 持分法の適用に関する事項 

①持分法を適用した関連会社数 

           ２社 

株式会社大倉陶園 

Siam Coated Abrasive Co.,Ltd. 

２ 持分法の適用に関する事項 

①持分法を適用した関連会社数 

           ２社 

株式会社大倉陶園 

Siam Coated Abrasive Co.,Ltd. 

持分法非適用会社であったSiam 

Coated Abrasive Co.,Ltd.は、

重要性が増したため当中間連結

会計期間より持分法を適用して

いる。 

  持分法非適用会社であったSiam 

Coated Abrasive Co.,Ltd.は、

重要性が増したため当連結会計

年度より持分法を適用してい

る。 

②持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称 

株式会社ノリタケリサイクルセ

ンター 

則武(上海)貿易有限公司 

有限会社守山製砥所 

株式会社小木曽製型所 

②持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称 

株式会社ノリタケリサイクルセ

ンター 

則武(上海)貿易有限公司 

有限会社守山製砥所 

株式会社小木曽製型所 

②持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称 

株式会社ノリタケリサイクルセ

ンター 

則武(上海)貿易有限公司 

有限会社守山製砥所 

株式会社小木曽製型所 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ

中間純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外して

いる。 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ

中間純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外して

いる。 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ

当期純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外して

いる。 

３ 連結子会社の中間決算日等に

関する事項 

国内連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致して

いる。 

下記海外子会社の中間決算日は

６月30日である。 

Noritake Porcelana Mfg., Inc. 

Noritake Lanka 

Porcelain (Private) Limited 

Matale Packaging  

(Private) Limited 

P.T. Noritake Indonesia 

The Siam Moulding Plaster Co., Ltd. 

晨杏股份有限公司 

Noritake Co., Inc. 

Noritake Canada Limited 

Noritake Europa GmbH 

Noritake(U.K.)Limited 

Itron (U.K.)Limited 

Noritake Hong Kong Ltd. 

Noritake Singapore PTE. Ltd. 

Noritake(Siam)Co., Ltd. 

Noritake(Australia)Pty. 

Limited 

中間連結財務諸表作成にあたっ

ては、それぞれの中間財務諸表

を使用しているが、中間連結決

算日との間に生じた重要な取引

については連結上必要な調整を

行っている。 

３ 連結子会社の中間決算日等に

関する事項 

国内連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致して

いる。 

下記海外子会社の中間決算日は

６月30日である。 

Noritake Porcelana Mfg., Inc. 

Noritake Lanka 

Porcelain (Private) Limited 

P.T. Noritake Indonesia 

The Siam Moulding Plaster Co., Ltd. 

晨杏股份有限公司 

Noritake Co., Inc. 

Noritake Canada Limited 

Noritake Europa GmbH 

Noritake(U.K.)Limited 

Itron (U.K.)Limited 

Noritake Hong Kong Ltd. 

Noritake Singapore PTE. Ltd. 

Noritake(Siam)Co., Ltd. 

Noritake(Australia)Pty. 

Limited 

中間連結財務諸表作成にあたっ

ては、それぞれの中間財務諸表

を使用しているが、中間連結決

算日との間に生じた重要な取引

については連結上必要な調整を

行っている。 

３ 連結子会社の事業年度等に関

する事項 

国内連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致している。 

下記海外子会社の決算日は12月

31日である。 

Noritake Porcelana Mfg., Inc. 

Noritake Lanka 

Porcelain (Private) Limited 

P.T. Noritake Indonesia 

The Siam Moulding Plaster Co., Ltd. 

晨杏股份有限公司 

Noritake Co., Inc. 

Noritake Canada Limited 

Noritake Europa GmbH 

Noritake(U.K.)Limited 

Itron (U.K.)Limited 

Noritake Hong Kong Ltd. 

Noritake Singapore PTE. Ltd. 

Noritake(Siam)Co., Ltd. 

Noritake(Australia)Pty. 

Limited 

連結財務諸表作成にあたって

は、それぞれ決算財務諸表を使

用しているが、連結決算日との

間に生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行ってい

る。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券の評価基準及び評価

方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末日の

市場価格等に基づく時価

法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券の評価基準及び評価

方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券の評価基準及び評価

方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場

価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

②たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

主として先入先出法による

原価法により評価してい

る。 

②たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

同左 

②たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

主として定率法 

なお、耐用年数及び残存価

格については、法人税法に

規定する方法と同一の基準

によっている。 

ただし、親会社及び国内連

結子会社の平成10年４月１

日以降取得した建物（建物

附属設備は除く）について

は定額法によっている。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

   同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

   同左 

②無形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってい

る。 

ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内に

おける見込利用可能期間(５

年)による定額法によってい

る。 

②無形固定資産 

       同左 

②無形固定資産 

       同左 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、以下の方法に

より計上している。 

   ａ 一般債権 

     貸倒実績率法 

   ｂ 貸倒懸念債権及び破産

更生債権 

     財務内容評価法 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

②賞与引当金 

従業員の賞与支給に備える

ため、冬季賞与支給見込額

のうち当中間連結会計期間

対応額を計上している。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

従業員の賞与支給に備える

ため、夏季賞与支給見込額

のうち当連結会計年度対応

額を計上している。 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上している。 

数理計算上の差異は、主と

して定額法(10年)により、

発生年度の翌期から費用処

理することとしている。 

③退職給付引当金 

同左 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当連結会計年度末において

発生していると認められる

額を計上している。 

数理計算上の差異は、主と

して定額法(10年)により、

発生年度の翌期から費用処

理することとしている。 

④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に

備えるため、親会社及び一

部の連結子会社は、内規に

基づく当中間連結会計期間

末要支給額を計上してい

る。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

  

④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に

備えるため、親会社及び一

部の連結子会社は、内規に

基づく当連結会計年度末要

支給額を計上している。 

(4) 中間連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の中間財

務諸表の作成に当たって採用

した重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の基

準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理している。

なお、在外子会社等の資産及

び負債は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、換

算差額は資本の部における為

替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めている。 

(4) 中間連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の中間財

務諸表の作成に当たって採用

した重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の基

準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は損益として処理している。

なお、在外子会社等の資産及

び負債は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定及び少数株

主持分に含めている。 

(4) 連結財務諸表の作成の基礎と

なった連結会社の財務諸表の

作成に当たって採用した重要

な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。な

お、在外子会社等の資産及び

負債は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

資本の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含

めている。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっている。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用してい

る。 

ただし、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満た

しているので、特例処理を採

用している。また、為替予約

を付されている外貨建金銭債

権債務等については、振当処

理を行っている。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 

為替予約取引 

金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

外貨建債権債務及び外貨建

予定取引 

借入金の利息 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ヘッジ方針 

輸出入取引に係る為替変動リ

スクを回避する目的で先物為

替予約取引を利用している。

その為替予約取引額について

は、輸出入取引共に受注及び

仕入に基づく実需額を限度と

する方針を採っている。 

また、借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利スワ

ップ取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約毎に

行っている。 

  ③ヘッジ方針 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

同左 

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっている。 

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び容易

に換金可能であり、かつ価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高

い短期的な投資からなってい

る。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間より、「固定

資産の減損に係る会計基準」(「固

定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日）)及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を適用して

いる。これにより、税金等調整前

中間純利益は703百万円減少してい

る。なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の中間連結財務諸表

規則に基づき各資産の金額から直

接控除している。 

― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度より、「固定資産

の減損に係る会計基準」(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日）)及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成

15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号）を適用している。こ

れにより、経常利益が19百万円増

加し、税金等調整前当期純利益は

683百万円減少している。なお、減

損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき各資

産の金額から直接控除している。 

―
 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間連結会計期間から、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８号）を適用

している。なお、従来の「資本の

部」の合計に相当する金額は

75,930百万円である。 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における

中間連結財務諸表は、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ている。 

―
 

―
 

(役員賞与に関する会計基準)
 

当中間連結会計期間から、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号）を適用して

いる。これによる営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益

への影響は軽微である。 

―
 



表示方法の変更 
  

  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
  

  

(中間連結損益計算書関係) 
  

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

― 

  

(中間連結損益計算書) 

「特別退職金」は、前中間連結会計期間において、特

別損失の「その他」に含めて表示していたが、特別損

失の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期

間より区分掲記している。 

なお、前中間連結会計期間における「特別退職金」の

金額は32百万円である。 

― 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」と掲記されていたものは、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、当中間連結会計期間より「のれん償却

額」と表示している。 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※① 有形固定資産の減価償却累計

額 

62,088百万円 

※① 有形固定資産の減価償却累計

額 

63,320百万円 

※① 有形固定資産の減価償却累計

額 

63,307百万円 

※②      ― ※② 中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理して

いる。 

なお、当中間連結会計期間の末

日は金融機関が休日であったた

め、次の満期手形が中間連結会

計期間末日の残高に含まれてい

る。 

受取手形 1,133百万円

支払手形 2,309百万円

※②      ― 

偶発債務 

手形信託譲渡高 970百万円

偶発債務 

手形信託譲渡高 1,030百万円

偶発債務 

  手形信託譲渡高 1,027百万円

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※① 販売費及び一般管理費の主な

もの 

荷造材料費 585百万円

役員報酬及び 
従業員給料 

4,905百万円

賞与引当金 
繰入額 

365百万円

退職給付費用 508百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

40百万円

減価償却費 472百万円

※① 販売費及び一般管理費の主な

もの 

荷造材料費 570百万円

役員報酬及び
従業員給料 

4,886百万円

賞与引当金 
繰入額 

365百万円

退職給付費用 157百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

100百万円

減価償却費 442百万円

※① 販売費及び一般管理費の主な

もの 

荷造材料費 1,316百万円

役員報酬及び 
従業員給料 

9,701百万円

賞与引当金 
繰入額 

632百万円

退職給付費用 981百万円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

146百万円

減価償却費 958百万円



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※②      ― ※② 主に建物205百万円及び土地 

155百万円の売却益である。 

※② 主に土地121百万円及び建物 

21百万円の売却益である。 

※③ 建物43百万円、機械装置及び

運搬具67百万円及びその他38百

万円の除却損並びに土地３百万

円の売却損である。 

※③ 建物147百万円、機械装置及

び運搬具60百万円及びその他31

百万円の除却損である。 

※③ 建物64百万円、機械装置及び

運搬具151百万円、その他89百

万円の除却損等である。 

※④ 減損損失 

当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産につ

いて減損損失を計上した。 

土地：岐阜県恵那市、岐阜県飛

騨市、岐阜県瑞浪市、長

野県浪合村、三重県志摩

市、三重県南勢町、三重

県南島町、福岡県直方

市、福岡県小竹町 

建物：愛知県三好町、愛知県常

滑市、愛知県名古屋市、

福岡県北九州市、福岡県

小竹町 他 

機械装置等：愛知県名古屋市、

愛知県三好町 他 

上記の資産については遊休状態

にあり、今後も使用の目処が立

っていないため、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（703百万円）と

して特別損失に計上している。 

その内訳は土地584百万円、建物

41百万円及び機械装置等77百万

円である。 

当社グループは管理会計上の事

業区分に基づいてグルーピング

している。当中間連結会計期間

において各事業区分における減

損損失の認識はない。なお、上

記遊休資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定してお

り、土地及び建物については不

動産鑑定評価額またはそれに準

ずる方法により、機械装置等に

ついては売却困難と判断し、そ

れぞれ評価している。 

※④      ― ※④ 減損損失 

当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産について

減損損失を計上した。 

土地：岐阜県恵那市、岐阜県飛

騨市、岐阜県瑞浪市、長

野県阿智村、三重県志摩

市、三重県南伊勢町、福

岡県直方市、福岡県小竹

町 

建物：愛知県三好町、愛知県常

滑市、愛知県名古屋市、

福岡県北九州市、福岡県

小竹町 他 

機械装置等：愛知県名古屋市、

愛知県三好町 他 

当社グループは管理会計上の事

業区分に基づいてグルーピング

している。 

当連結会計年度において各事業

区分における減損損失の認識は

ないが、上記の資産については

遊休状態にあり、今後も使用の

目処が立っていないため、帳簿

価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（703

百万円）として特別損失に計上

している。その内訳は土地584百

万円、建物41百万円及び機械装

置等77百万円である。 

なお、上記遊休資産の回収可能

価額は正味売却価額により測定

しており、土地及び建物につい

ては不動産鑑定評価額またはそ

れに準ずる方法により、機械装

置等については売却困難と判断

し、それぞれ評価している。 



  
(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加  24千株 

減少数の主な内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の売り渡しによる減少 ２千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はない。 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

  

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 158,428 ― ― 158,428 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 10,540 24 2 10,562 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 665百万円 ４円50銭 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年11月14日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 665百万円 ４円50銭 平成18年９月30日 平成18年12月８日

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

(平成17年９月30日) 
現金及び預金
勘定 

13,550百万円

流動資産 
その他 

20百万円

  計 13,570百万円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金 

 
△410百万円 

現金及び 
現金同等物 

13,159百万円

(平成18年９月30日) 
現金及び預金
勘定 

13,264百万円

流動資産 
その他 

20百万円

  計 13,284百万円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金 

△410百万円 

現金及び 
現金同等物 

12,874百万円

(平成18年３月31日) 
現金及び預金
勘定 

11,600百万円 

流動資産
その他 

20百万円 

 計 11,620百万円 

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金 

  
△410百万円 

現金及び
現金同等物 

11,210百万円 



 (リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１．リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

  

機械装置 
及び 
運搬具 
(百万円)   

その他 
(百万円)   

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額 2,041 841 2,883

減価償却 
累計額 
相当額 

1,098 474 1,573

減損損失 
累計額 
相当額 

60 － 60

中間期末 
残高相当額 882 367 1,249

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

  

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円)  

その他
(百万円) 

合計
(百万円)

取得価額 
相当額 1,575 748 2,323

減価償却 
累計額 
相当額 

1,027 457 1,485

減損損失 
累計額 
相当額 

20 1 21

中間期末 
残高相当額 527 289 817

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額 

 

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円)   

その他 
(百万円)   

合計 
(百万円) 

取得価額

相当額 1,799 821 2,621

減価償却

累計額 
相当額 

1,093 529 1,622

減損損失

累計額 
相当額 

20 1 21

期末残高

相当額 686 291 977

取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法によっている。 

同左 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

によっている。 

② 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘

定中間期末残高 

未経過リース料 

中間期末残高相当額 

リース資産減損勘定 

中間期末残高 

54百万円 

 １年内 435百万円

 １年超 813百万円

 合 計 1,249百万円

② 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘

定中間期末残高 

未経過リース料 

中間期末残高相当額 

リース資産減損勘定 

中間期末残高 

11百万円 

 １年内 366百万円

 １年超 450百万円

 合 計 817百万円

② 未経過リース料期末残高相当

額及びリース資産減損勘定期

末残高 

未経過リース料 

期末残高相当額 

リース資産減損勘定 

期末残高 

15百万円 

１年内 411百万円

１年超 565百万円

合 計 977百万円

未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

によっている。 

同左 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によってい

る。 



  

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び減損損失 

支払リース料 267百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
6百万円

減価償却費相当額 267百万円

減損損失 60百万円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び減損損失 

支払リース料 221百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
4百万円

減価償却費相当額 221百万円

減損損失 －百万円

③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額及び減損損失 

支払リース料 499百万円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
45百万円

減価償却費相当額 499百万円

減損損失 60百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ている。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 １年内 206百万円

 １年超 481百万円

 合 計 687百万円

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 １年内 203百万円

 １年超 425百万円

 合 計 628百万円

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 205百万円

１年超 440百万円

合 計 645百万円



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）減損処理は、下落率50％以上の場合は全ての銘柄について実施し、下落率が30％以上50％未満の株式の減損にあっては、

個別銘柄毎にその回復可能性を検討し処理することとしている。 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(当中間連結会計期間末)(平成18年９月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）減損処理は、下落率50％以上の場合は全ての銘柄について実施し、下落率が30％以上50％未満の株式の減損にあっては、

個別銘柄毎にその回復可能性を検討し処理することとしている。 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(前連結会計年度末)(平成18年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）減損処理は、下落率50％以上の場合は全ての銘柄について実施し、下落率が30％以上50％未満の株式の減損にあっては、

個別銘柄毎にその回復可能性を検討し処理することとしている。 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

区分 取得原価(百万円) 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 差額(百万円) 

株式 7,940 25,194 17,253 

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 
2,566 

非上場株式 

区分 取得原価(百万円) 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 差額(百万円) 

株式 8,642 29,267 20,625 

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 
2,551 

非上場株式 

区分 取得原価(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円) 差額(百万円) 

株式 8,391 32,673 24,282 

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 
2,563 

非上場株式 



(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

金利スワップ取引を利用しているが、ヘッジ会計を適用しているので、開示の対象から除いており該当事項はな

い。 

なお、「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引及びヘッジ会

計を適用しているデリバティブ取引については、開示の対象から除いている。 

  

(当中間連結会計期間末)(平成18年９月30日) 

金利スワップ取引を利用しているが、ヘッジ会計を適用しているので、開示の対象から除いており該当事項はな

い。 

なお、「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引及びヘッジ会

計を適用しているデリバティブ取引については、開示の対象から除いている。 

  

(前連結会計年度末)(平成18年３月31日) 

金利スワップ取引を利用しているが、ヘッジ会計を適用しているので、開示の対象から除いており該当事項はな

い。 

なお、「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引及びヘッジ会

計を適用しているデリバティブ取引については、開示の対象から除いている。 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、当社の事業部単位により区分している。 

２ 各事業区分の主要製品の名称 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は 2,443百万円であり、親会社の一般管理費用である。

  

  
工業機材 
(百万円) 

食器 
(百万円) 

電子
(百万円)

セラミッ
ク・マテ
リアル 
(百万円)

環境
エンジニ
アリング
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

21,871 10,518 5,587 13,048 10,199 61,225 ― 61,225 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

14 29 0 576 195 816 (816) ― 

計 21,885 10,548 5,587 13,625 10,395 62,042 (816) 61,225 

営業費用 18,627 10,117 5,289 11,915 9,607 55,556 1,601 57,158 

営業利益 3,258 431 298 1,710 787 6,485 (2,418) 4,067 

事業区分 主な製品 

工  業  機  材 
研削砥石、ダイヤモンド工具、ＣＢＮ工具、ドレッサ、研磨布紙、研削・

研磨関連商品(研削油、バレル等) 

食        器 
陶磁器食器、クリスタルガラス食器、金属食器、メラミン食器、その他食

器関連製品、装飾・美術品等 

電        子 蛍光表示管及び同モジュール、大型高精細印刷技術応用製品等 

セラミック・マテリアル 

電子用ペースト、厚膜印刷回路基板、ファインセラミックス、セラミック

資材 (石膏、水金、転写紙等)、デンタル関連商品、セラミック原料、電

子部材等 

環境エンジニアリング 

遠赤外線ヒーター及び応用装置、高能率焼成炉、スタティックミキサー及

び応用装置、濾過装置、光触媒脱臭装置、研削機械、パルプモールド製

品・型・製造装置、耐火物等 



当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、当社の事業部単位により区分している。 

２ 各事業区分の主要製品の名称 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は 2,049百万円であり、親会社の一般管理費用である。

  

  
工業機材 
(百万円) 

食器 
(百万円) 

電子
(百万円)

セラミッ
ク・マテ
リアル 
(百万円)

環境
エンジニ
アリング
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

22,555 9,764 6,050 14,562 12,324 65,257 ― 65,257 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

17 31 0 623 261 933 (933) ― 

計 22,573 9,795 6,050 15,185 12,586 66,191 (933) 65,257 

営業費用 19,358 9,489 5,628 13,390 11,656 59,523 1,083 60,606 

営業利益 3,215 306 422 1,795 929 6,668 (2,017) 4,651 

事業区分 主な製品 

工  業  機  材 
研削砥石、ダイヤモンド工具、ＣＢＮ工具、ドレッサ、研磨布紙、研削・

研磨関連商品(研削油、バレル等) 

食        器 
陶磁器食器、クリスタルガラス食器、金属食器、メラミン食器、その他食

器関連製品、装飾・美術品等 

電        子 蛍光表示管及び同モジュール、大型高精細印刷技術応用製品等 

セラミック・マテリアル 

電子用ペースト、厚膜印刷回路基板、ファインセラミックス、セラミック

資材 (石膏、水金、転写紙等)、デンタル関連商品、セラミック原料、電

子部材等 

環境エンジニアリング 

遠赤外線ヒーター及び乾燥機、高能率焼成炉ＲＨＫ、特殊高温雰囲気炉、

耐火物、スタティックミキサー及び応用装置、濾過装置、研削機械、超硬

丸鋸切断機等 



前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、当社の事業部単位により区分している。 

２ 各事業区分の主要製品の名称 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は 4,697百万円であり、親会社の一般管理費用である。

  

  
工業機材 
(百万円) 

食器 
(百万円) 

電子
(百万円)

セラミッ
ク・マテ
リアル 
(百万円)

環境
エンジニ
アリング
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

44,235 20,954 11,490 25,893 20,632 123,206 ― 123,206 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

37 56 0 1,101 436 1,631 (1,631) ― 

計 44,272 21,011 11,490 26,995 21,068 124,838 (1,631) 123,206 

営業費用 37,736 20,318 10,811 23,572 19,407 111,846 3,000 114,846 

営業利益 6,536 693 679 3,423 1,660 12,992 (4,632) 8,360 

事業区分 主な製品 

工  業  機  材 
研削砥石、ダイヤモンド工具、ＣＢＮ工具、ドレッサ、研磨布紙、研削・

研磨関連商品(研削油、バレル等) 

食        器 
陶磁器食器、クリスタルガラス食器、金属食器、メラミン食器、その他食

器関連製品、装飾・美術品等 

電        子 蛍光表示管及び同モジュール、大型高精細印刷技術応用製品等 

セラミック・マテリアル 

電子用ペースト、厚膜印刷回路基板、ファインセラミックス、セラミック

資材 (石膏、水金、転写紙等)、デンタル関連商品、セラミック原料、電

子部材等 

環境エンジニアリング 

遠赤外線ヒーター及び応用装置、高能率焼成炉、スタティックミキサー及

び応用装置、濾過装置、光触媒脱臭装置、研削機械、パルプモールド製

品・型・製造装置、耐火物等 



【所在地別セグメント情報】 
前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1) 米州・・・アメリカ、カナダ 
(2) 欧州・・・イギリス、ドイツ 
(3) アジア・・・スリランカ、フィリピン、タイ 
(4) その他の地域・・・オーストラリア 

  
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1) 米州・・・アメリカ、カナダ 
(2) 欧州・・・イギリス、ドイツ 
(3) アジア・・・スリランカ、フィリピン、タイ 
(4) その他の地域・・・オーストラリア 

  
前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 
２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 
(1) 米州・・・アメリカ、カナダ 
(2) 欧州・・・イギリス、ドイツ 
(3) アジア・・・スリランカ、フィリピン、タイ 
(4) その他の地域・・・オーストラリア 

 

  
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円) 

欧州 

(百万円)

アジア 

(百万円)

その他 

の地域 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又 

は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高                 

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
52,883 5,791 1,249 1,035 265 61,225 ― 61,225 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
5,514 26 251 1,076 0 6,869 (6,869) ― 

計 58,397 5,818 1,500 2,112 266 68,095 (6,869) 61,225 

営業費用 54,490 5,728 1,419 2,064 255 63,958 (6,800) 57,158 

営業利益 3,906 89 80 48 11 4,136 (69) 4,067 

  
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円) 

欧州 

(百万円)

アジア 

(百万円)

その他 

の地域 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又 

は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高                 

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
56,262 6,444 1,263 1,078 207 65,257 ― 65,257 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
6,227 33 129 1,219 2 7,612 (7,612) ― 

計 62,489 6,478 1,392 2,298 210 72,870 (7,612) 65,257 

営業費用 58,185 6,314 1,330 2,287 201 68,319 (7,713) 60,606 

営業利益 4,303 163 62 11 9 4,550 100 4,651 

  
日本 

(百万円) 

米州 

(百万円) 

欧州 

(百万円)

アジア 

(百万円)

その他 

の地域 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又 

は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高                 

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
105,672 12,465 2,495 2,107 465 123,206 ― 123,206 

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
10,840 62 423 2,329 3 13,660 (13,660) ― 

計 116,513 12,528 2,918 4,437 469 136,866 (13,660) 123,206 

営業費用 108,610 12,162 2,782 4,462 455 128,473 (13,627) 114,846 

営業利益又は営業損失(△) 7,902 365 136 △25 13 8,393 (33) 8,360 



  
【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州・・・アメリカ、カナダ 

(2) 欧州・・・イギリス、ドイツ 

(3) アジア・・・韓国、台湾、中国 

(4) その他の地域・・・オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州・・・アメリカ、カナダ 

(2) 欧州・・・イギリス、ドイツ 

(3) アジア・・・韓国、台湾、中国 

(4) その他の地域・・・オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 米州・・・アメリカ、カナダ 

(2) 欧州・・・イギリス、ドイツ 

(3) アジア・・・韓国、台湾、中国 

(4) その他の地域・・・オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

  米州 欧州 アジア
その他
の地域 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,772 1,685 9,627 458 18,543

Ⅱ 連結売上高(百万円)     61,225

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

11.1 2.8 15.7 0.8 30.3

  米州 欧州 アジア
その他
の地域 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 7,497 1,873 10,773 415 20,560

Ⅱ 連結売上高(百万円)     65,257

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

11.5 2.9 16.5 0.6 31.5

  米州 欧州 アジア
その他
の地域 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 14,195 3,371 17,833 808 36,208

Ⅱ 連結売上高(百万円)     123,206

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

11.5 2.7 14.5 0.7 29.4



 (１株当たり情報) 

  

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

２ １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりである。 

  
３ １株当たり中間（当期）純資産額の算定上の基礎は以下のとおりである。 

  

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 474.08円 513.51円 514.05円 

１株当たり中間(当期)純利益

金額 
14.10円 18.60円 33.50円 

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間（当期）純利益 

（百万円） 
2,132 2,750 5,031 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 

（うち利益処分による 

 役員賞与） 

― 

  

（―） 

― 

  

（―） 

2 

  

（2） 

普通株式に係る中間（当期） 

純利益（百万円） 
2,132 2,750 5,028 

普通株式の期中平均株式数 

（千株） 
151,280 147,878 150,115 

項目 
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額 

（百万円） 
― 83,606 ― 

純資産の部の合計額から控除

する金額（百万円） 
― 7,676 ― 

（うち少数株主持分） （―） （7,676） （―） 

普通株式に係る中間期末の純

資産額(百万円) 
― 75,930 ― 

1株当たり純資産額の算定に

用いられた中間期末の普通株

式の数（千株） 

― 147,866 ― 



(重要な後発事象） 

  

 (2) 【その他】 

特記事項はない。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(自己株式の取得) 

当社は商法211条ノ３第１項第２
号の規定に基づく自己株式の取得
について機動的に資本政策を遂行
するため平成17年９月29日開催の
取締役会決議の範囲で平成17年11
月22日に以下のとおり市場買付を
実施した。 
(１)取得した株式の種類 
  当社普通株式 
(２)取得した株式の総数 
  1,540,000株 
(３)株式の取得価額の総額 
  1,096百万円 
(４)取得の方法 
  名古屋証券取引所の「N-NETの
終値取引を利用した買付け」 

  
また、平成17年12月５日開催の取
締役会において、機動的に資本政
策を遂行するため商法211条ノ３
第１項第２号の規定に基づき、自
己株式を取得することを決議し
た。 
(１)取得する株式の種類 
  当社普通株式 
(２)取得する株式の総数 
  1,840,000株（上限） 
(３)株式の取得価額の総額 
  1,330百万円(上限） 
(４)取得の日程 
  平成17年12月６日から 
  平成18年３月31日まで 
  
なお、当該取締役会の決議の範囲
で平成17年12月７日に以下のとお
り市場買付を実施した。 
(１)取得した株式の種類 
  当社普通株式 
(２)取得した株式の総数 
   659,000株 
(３)株式の取得価額の総額 
   484百万円 
(４)取得の方法 
  名古屋証券取引所の「N-NETの
終値取引を利用した買付け」 

  

― ― 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     6,906 5,316   3,863 

２ 受取手形 ※③   4,404 7,490   6,814 

３ 売掛金     18,146 19,708   17,731 

４ たな卸資産     13 0   16 

５ 繰延税金資産     1,005 566   516 

６ 関係会社 
  短期貸付金 

    3,916 3,275   3,296 

７ その他 ※②   4,546 2,911   3,211 

８ 貸倒引当金     △26 △30   △29 

流動資産合計     38,912 36.1 39,238 35.0   35,420 31.7

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※①         

(1) 建物   6,724   6,413 6,547   

(2) 土地   9,041   9,004 9,041   

(3) その他   869   754 871   

有形固定資産合計     16,634 15.5 16,173 14.5   16,460 14.8

２ 無形固定資産     171 0.2 344 0.3   252 0.2

３ 投資その他の 
  資産 

          

(1) 投資有価証券   46,564   49,797 52,807   

(2) 関係会社 
  長期貸付金 

  4,348   3,723 4,355   

(3) その他   1,247   2,883 2,608   

(4) 貸倒引当金   △220   △152 △198   

投資その他の 
資産合計 

    51,938 48.2 56,250 50.2   59,573 53.3

固定資産合計     68,745 63.9 72,768 65.0   76,285 68.3

資産合計     107,658 100.0 112,007 100.0   111,706 100.0



  

  
 

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※③   24 37   20 

２ 買掛金     8,276 8,827   7,603 

３ 短期借入金     17,210 16,868   18,588 

４ 一年内返済予定 
  長期借入金 

    3,500 500   1,700 

５ 未払法人税等     47 367   72 

６ 賞与引当金     173 177   184 

７ その他     1,918 1,909   1,747 

流動負債合計     31,151 29.0 28,687 25.6   29,918 26.8

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金     1,700 7,100   3,400 

２ 繰延税金負債     5,531 6,766   7,861 

３ 退職給付引当金     388 147   353 

４ 役員退職慰労 
  引当金 

    339 394   382 

５ リース資産減損 
  勘定 

    54 11   15 

固定負債合計     8,013 7.4 14,420 12.9   12,012 10.7

負債合計     39,164 36.4 43,107 38.5   41,930 37.5

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     15,632 14.5 ― ―   15,632 14.0

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金     18,810 ―   18,810 

２ その他 
資本剰余金 

    0 ―   0 

資本剰余金合計     18,811 17.5 ― ―   18,811 16.9

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金     3,479 ―   3,479 

２ 任意積立金     22,576 ―   22,576 

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

    1,399 ―   1,420 

利益剰余金合計     27,456 25.5 ― ―   27,477 24.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    9,244 8.6 ― ―   12,955 11.6

Ⅴ 自己株式     △2,650 △2.5 ― ―   △5,100 △4.6

資本合計     68,493 63.6 ― ―   69,775 62.5

負債資本合計     107,658 100.0 ― ―   111,706 100.0



  

  
  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金     ― ― 15,632 14.0   ― ―

 ２ 資本剰余金           

  (1) 資本準備金   ―   18,810 ―   

  (2) その他資本 
    剰余金 

  ―   1 ―   

   資本剰余金合計     ― ― 18,811 16.8   ― ―

 ３ 利益剰余金           

  (1) 利益準備金   ―   3,479 ―   

  (2) その他利益 
    剰余金 

          

    別途準備金   ―   22,500 ―   

    固定資産 
    圧縮積立金 

  ―   76 ―   

    繰越利益 
    剰余金 

  ―   2,467 ―   

   利益剰余金合計     ― ― 28,523 25.5   ― ―

 ４ 自己株式     ― ― △5,116 △4.6   ― ―

   株主資本合計     ― ― 57,851 51.7   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等           

   その他有価証券 
   評価差額金 

    ― ― 11,047 9.8   ― ―

   評価・換算差額 
   等合計 

    ― ― 11,047 9.8   ― ―

   純資産合計     ― ― 68,899 61.5   ― ―

   負債純資産合計     ― ― 112,007 100.0   ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
比率
(％) 

金額(百万円)
比率
(％) 

金額(百万円) 
比率
(％) 

Ⅰ 売上高     42,352 100.0 45,543 100.0   84,815 100.0

Ⅱ 売上原価     39,000 92.1 42,048 92.3   78,136 92.1

売上総利益     3,351 7.9 3,494 7.7   6,678 7.9

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※①   2,801 6.6 2,349 5.2   5,492 6.5

営業利益     549 1.3 1,144 2.5   1,186 1.4

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息     39 34   75 

２ 受取配当金     797 1,066   1,217 

３ その他     735 657   1,441 

営業外収益計     1,573 3.7 1,758 3.9   2,734 3.2

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息     54 65   112 

２ その他 ※①   373 379   744

営業外費用計     428 1.0 445 1.0   856 1.0

経常利益     1,694 4.0 2,457 5.4   3,064 3.6

Ⅵ 特別利益 ※②   354 0.8 34 0.1   536 0.6

Ⅶ 特別損失 
※③ 
 ④ 

  686 1.6 160 0.4   1,235 1.4

税引前中間(当期) 
純利益 

    1,362 3.2 2,332 5.1   2,365 2.8

法人税、住民税 
及び事業税 

    5 464   18 

法人税等調整額     549 156   837 

法人税等計     554 1.3 620 1.3   855 1.0

中間(当期)純利益     808 1.9 1,712 3.8   1,510 1.8

前期繰越利益     590 ―   590 

中間配当額     ― ―   680 

中間(当期)未処分 
利益 

    1,399 ―   1,420 



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

  

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

項 目 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本
剰余金 
合計 

利益
準備金

その他利益剰余金 
利益
剰余金
合計 別途

準備金

固定資産
圧縮 
積立金

繰越
利益 
剰余金

平成18年３月31日残高 
(百万円) 15,632 18,810 0 18,811 3,479 22,500 76 1,420 27,477 △5,100 56,819

中間会計期間中の変動額                

 剰余金の配当(注)           △665 △665   △665

 中間純利益           1,712 1,712   1,712

 自己株式の処分     0 0      1 1

 自己株式の取得             △16 △16

 株主資本以外の項目の中
間 
 会計期間中の変動額(純
額) 

               

中間会計期間中の変動額合
計 
(百万円) 

－ － 0 0 － － － 1,046 1,046 △15 1,031

平成18年９月30日残高 
(百万円) 15,632 18,810 1 18,811 3,479 22,500 76 2,467 28,523 △5,116 57,851

項 目 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高 
(百万円) 12,955 12,955 69,775 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当(注)     △665 

 中間純利益     1,712 

 自己株式の処分     1 

 自己株式の取得     △16 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △1,907 △1,907 △1,907 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △1,907 △1,907 △875 

平成18年９月30日残高 
(百万円) 11,047 11,047 68,899 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

②たな卸資産 

先入先出法による原価法 

②たな卸資産 

同左 

②たな卸資産 

同左 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によってい

る。 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備

を除く)については、定額法に

よっている。 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっている。 

ただし、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内におけ

る見込利用可能期間(５年)によ

る定額法によっている。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

(3) 引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、以下の方法により計上

している。 

ａ一般債権 

貸倒実績率法 

ｂ貸倒懸念債権及び 

破産更生債権 

財務内容評価法 

(3) 引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(3) 引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

②賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるた

め、冬季賞与支給見込額のうち

当中間会計期間対応額を計上し

ている。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるた

め、夏季賞与支給見込額のうち

当期期間対応額を計上してい

る。 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき当中間会計期間末にお

いて発生していると認められ

る額を計上している。 

また、数理計算上の差異は、

定額法（期間10年）により発

生年度の翌期から費用処理し

ている。 

③退職給付引当金 

同左 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき計上している。 

また、数理計算上の差異は、

定額法(期間10年)により発生

年度の翌期から費用処理して

いる。 

④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上してい

る。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上している。 

(4) リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっている。 

(4) リース取引の処理方法 

同左 

(4) リース取引の処理方法 

同左 

(5) ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用してい

る。 

ただし、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満た

しているので、特例処理を行

っている。また、為替予約が

付されている外貨建金銭債権

債務等については、振当処理

を行っている。 

(5) ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

(5) ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約取引 

金利スワップ取引 

ヘッジ対象：外貨建債権債務及

び外貨建予定取引 

借入金利息 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 

当社は輸出入取引に係る為替変

動リスクを回避する目的で先物

為替予約取引を利用している。 

その為替予約取引額について

は、輸出入取引共に受注及び仕

入に基づく実需額を限度とする

方針を採っている。 

また、借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワップ

取引を行っている。 

③ヘッジ方針 

同左 

③ヘッジ方針 

同左 



  

  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(6) その他中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっている。 

(6) その他中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(6) その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間より、「固定資産

の減損に係る会計基準」(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日）)及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成

15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号）を適用している。こ

れにより、税引前中間純利益は602

百万円減少している。なお、減損

損失累計額については、改正後の

中間財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除している。 

－ （固定資産の減損に係る会計基準）

当期より、「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用している。これに

より、経常利益が16百万円増加

し、税引前当期純利益が586百万円

減少している。なお、減損損失累

計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき、各資産の金額

から直接控除している。 

  

－ （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当中間会計期間から、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用して

いる。なお、従来の「資本の部」

の合計に相当する金額は68,899百

万円である。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成している。 

－ 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※① 有形固定資産の減価償却累

計額 

16,428百万円 

※① 有形固定資産の減価償却累

計額 

16,428百万円 

※① 有形固定資産の減価償却累

計額 

16,559百万円 

※② 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産のそ

の他に含めて表示している。 

※② 消費税等の取扱い 

同左 

※②     ― 

※③     ― ※③ 中間会計期間末日の満期手

形については、手形交換日を

もって決済処理している。 

なお、当中間会計期間の末日

は金融機関が休日であったた

め、次の満期手形が中間会計

期間末日の残高に含まれてい

る。 

受取手形 733百万円

支払手形 3百万円

※③     ― 

偶発債務 

輸出手形割引高 31百万円

手形信託譲渡高 970百万円

偶発債務 

輸出手形割引高 11百万円

手形信託譲渡高 1,038百万円

偶発債務 

輸出手形割引高 30百万円

手形信託譲渡高 1,029百万円



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※① 減価償却実施額 

有形固定資産 330百万円

無形固定資産 15百万円

※① 減価償却実施額 

有形固定資産 280百万円

無形固定資産 34百万円

※① 減価償却実施額 

有形固定資産 658百万円

無形固定資産 54百万円

※② 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
売却益 

340百万円

   

※②     －  

   

   

※② 特別利益の主要項目 

投資有価証券
売却益 

510百万円 

 

※③ 特別損失の主要項目 

固定資産処分損 81百万円

減損損失 602百万円

※③     － 

  

   

   

   

※③ 特別損失の主要項目 

固定資産処分損 137百万円 

減損損失 602百万円

関係会社
株式評価損 

492百万円

 

※④ 減損損失 

当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失

を計上した。 

土地：岐阜県恵那市、岐阜県飛

騨市、岐阜県瑞浪市、長

野県浪合村、三重県志摩

市 

建物：愛知県三好町、愛知県常

滑市他 

機械装置等：愛知県名古屋市、

愛知県三好町他 

上記の資産については遊休状態

にあり、今後も使用の目処が立

っていないため、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(602百万円)と

して特別損失に計上している。 

その内訳は、土地494百万円、

建物39百万円及び機械装置等68

百万円である。 

当社は、管理会計上の事業区分

に基づいてグルーピングしてい

る。当中間会計期間において各

事業区分における減損損失の兆

候はない。 

なお、上記遊休資産の回収可能

価額は正味売却価額により測定

しており、土地及び建物につい

ては不動産鑑定評価額またはそ

れに準ずる方法により、機械装

置等については売却困難と判断

し、それぞれ評価している。 

※④     － 

  

※④ 減損損失 

当期において、当社は以下の資

産について減損損失を計上し

た。 

土地：岐阜県恵那市、岐阜県飛

騨市、岐阜県瑞浪市、長

野県阿智村、三重県志摩

市 

建物：愛知県三好町、愛知県常

滑市他 

機械装置等：愛知県名古屋市、

愛知県三好町他 

当社は管理会計上の事業区分に

基づいてグルーピングしてい

る。 

当期において各事業区分におけ

る減損損失の兆候はないが、上

記の資産については遊休状態に

あり、今後も使用の目処が立っ

ていないため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（602百万円）とし

て特別損失に計上している。そ

の内訳は土地494百万円、建物39

百万円及び機械装置等68百万円

である。 

なお、上記遊休資産の回収可能

価額は正味売却価額により測定

しており、土地及び建物につい

ては不動産鑑定評価額またはそ

れに準ずる方法により、機械装

置等については売却困難と判断

し、それぞれ評価している。 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

   単元未満株式の買取りによる増加  24千株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりである。 

   単元未満株式の売り渡しによる減少 ２千株 

  

(リース取引関係) 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（千株） 10,540 24 2 10,562 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１.リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

１.リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

１.リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額・減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

    

有形固定 
資産 
その他 
(百万円) 

取得価額 
相当額 

 1,659

減価償却 
累計額相当額 

 772

減損損失 
累計額相当額 

 60

中間期末 
残高相当額 

 826

  

有形固定
資産 
その他 
(百万円)

取得価額 
相当額 

1,480

減価償却 
累計額相当額 

875

減損損失 
累計額相当額 

21

中間期末 
残高相当額 

583

  

有形固定 
資産 
その他 
(百万円) 

取得価額
相当額 

 1,422

減価償却
累計額相当額 

 754

減損損失
累計額相当額 

 21

期末残高
相当額 

 645

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

② 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

リース資産減損勘定中間期末残高 

54百万円 

１年内 301百万円

１年超 525百万円

合 計 826百万円

未経過リース料中間期末残高相当

額 

リース資産減損勘定中間期末残高 

11百万円 

１年内 244百万円

１年超 338百万円

合 計 583百万円

未経過リース料期末残高相当額 

  

リース資産減損勘定期末残高 

15百万円 

１年内 258百万円

１年超 387百万円

合 計 645百万円

(注)取得価額相当額及び未経過リー

ス料中間期末残高相当額は、未

経過リース料中間期末残高の有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法によっている。 

(注)     同左 (注)取得価額相当額及び未経過リー

ス料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高の有形固定資

産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

っている。 



  

  

  

 (有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

(前中間会計期間末)(平成17年９月30日) 

  

(当中間会計期間末)(平成18年９月30日) 

  

(前事業年度末)(平成18年３月31日) 

  

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

③ 支払リース料、リース資産減損
勘定の取崩額、減価償却費相当
額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損
勘定の取崩額、減価償却費相当
額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損
勘定の取崩額、減価償却費相当額
及び減損損失 

支払リース料 164百万円

リース資産 
減損勘定の取崩額 

6百万円

減価償却費相当額 164百万円

減損損失 60百万円

支払リース料 140百万円

リース資産
減損勘定の取崩額 

4百万円

減価償却費相当額 140百万円

減損損失 －百万円

支払リース料 308百万円 

リース資産
減損勘定の取崩額 

45百万円 

減価償却費相当額 308百万円 

減損損失 60百万円 

④ 減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法によっ
ている。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

２.オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

１年内 0百万円

１年超 2百万円

合 計 3百万円

２.オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

１年内 5百万円

１年超 18百万円

合 計 24百万円

２.オペレーティングリース取引 

未経過リース料 

１年内 1百万円

１年超 4百万円

合 計 6百万円

区分 中間貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社株式 3,146 5,378 2,231 

区分 中間貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社株式 3,185 4,604 1,418 

区分 貸借対照表計上額 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

子会社株式 3,185 5,741 2,555 



(重要な後発事象) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(自己株式の取得) 
当社は商法211条ノ３第１項第２
号の規定に基づく自己株式の取得
について機動的に資本政策を遂行
するため平成17年９月29日開催
の取締役会決議の範囲で平成17
年11月22日に以下のとおり市場
買付を実施した。 
(１)取得した株式の種類 
  当社普通株式 
(２)取得した株式の総数 
  1,540,000株 
(３)株式の取得価額の総額 
  1,096百万円 
(４)取得の方法 
  名古屋証券取引所の「N-NET
の終値取引を利用した買付
け」 

  
また、平成 17 年 12 月５日開催の
取締役会において、機動的に資本
政策を遂行するため商法 211 条ノ
３第１項第２号の規定に基づき、
自己株式を取得することを決議し
た。 
(１)取得する株式の種類 
  当社普通株式 
(２)取得する株式の総数 
  1,840,000株（上限） 
(３)株式の取得価額の総額 
  1,330百万円(上限） 
(４)取得の日程 
  平成17年12月６日から 
  平成18年３月31日まで 
  
なお、当該取締役会の決議の範囲
で平成17年12月７日に以下のと
おり市場買付を実施した。 
(１)取得した株式の種類 
  当社普通株式 
(２)取得した株式の総数 
   659,000株 
(３)株式の取得価額の総額 
   484百万円 
(４)取得の方法 
  名古屋証券取引所の「N-NET
の終値取引を利用した買付
け」 

－ － 



 (2) 【その他】 

① 当中間会計期間末日後の状況 

特記事項はない。 

  

② 訴訟 

特記事項はない。 

  

③ 中間配当 

平成18年11月14日開催の取締役会において次のとおり決議が行われた。 

  

中間配当金の総額 665百万円

(平成18年９月30日現在の株主に対し) 

中間配当金の１株当たりの額 ４円50銭



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出している。 

  

  

(2) 自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）平成18年４月11日関東財務局長に提出 

  

(3) 自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年４月30日）平成18年５月10日関東財務局長に提出 

  

(4) 自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）平成18年６月９日関東財務局長に提出 

  

(5) 自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年６月30日）平成18年７月10日関東財務局長に提出 

  

(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

(第125期) 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

  平成18年６月29日 

関東財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はない。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月８日

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノリタケカ

ンパニーリミテドの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17

年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間

連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ノリタケカンパニーリミテド及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示して

いるものと認める。 
  
追記情報 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より固定資産の

減損に係る会計基準が適用されることとなるため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 田 島 和 憲 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 井 上 嗣 平 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１２日

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノリタケカンパ

ニーリミテドの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９

月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び

中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は

独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株

式会社ノリタケカンパニーリミテド及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員、公認会計士安部正明及び公認会計士安藤壽啓との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 田 島 和 憲 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 安 井 金 丸 

      

公認会計士安部正明事務所 
  

  
  

公認会計士 安 部 正 明 

      

安藤公認会計士事務所 
  

  
  

公認会計士 安 藤 壽 啓 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月８日

株式会社ノリタケカンパニーリミテド  

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノリタケカ

ンパニーリミテドの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第125期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ノリタケカンパニーリミテドの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より固定資産の減損に係

る会計基準が適用されることとなるため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 田 島 和 憲 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 井 上 嗣 平 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 川   勝 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１２日

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ノリタケカンパ

ニーリミテドの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第126期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月

30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ノ

リタケカンパニーリミテドの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成

18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員、公認会計士安部正明及び公認会計士安藤壽啓との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 
  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 田 島 和 憲 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 安 井 金 丸 

      

公認会計士安部正明事務所 
  

  
  

公認会計士 安 部 正 明 

      

安藤公認会計士事務所 
  

  
  

公認会計士 安 藤 壽 啓 
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